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平成 26年 6月吉日 

 

お客様各位 

トラスインテル株式会社 

 

中国版 24時間ルール実施に伴う変更事項のお知らせ 
 

拝啓、貴社ますますご盛栄の事とお喜び申し上げます。  

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 さて、2009 年 1 月より施行されております中国版 24 時間ルールですが、2014 年 6

月 28日より上海港から順次本格運用開始の発表がございました。 つきましては、本

船出港 24時間前までに現地税関へマニフェストデータ送信が必須となります為、弊社

混載サービスにつきましても下記の通りドキュメントカット日を導入させて頂く事

となりました。 

 中国版 24 時間ルールにつきましては、今後他航路へ拡大する可能性もございます。  

また、マニフェスト送信や訂正に関する費用に関しましては、導入が確定次第改めて

ご案内申し上げます。 

敬具 

  

記  

対象航路 ： 上海向け 

貨物 CFS カット日 ：変更ございません 

ドキュメントカット日 ：CFSカット日午前中（12時まで） 

ドキュメント内容 ： DOCK RECEIPT / ACL / 輸出許可書 /危険品明細書 

   

適用開始本船 

  東京 / 横浜 SITC HONG KONG V.1432W  (ETD : 06/25) 

  名古屋       SITC HONG KONG V.1432W  (ETD : 06/26) 

  大阪 / 神戸  HENG YU V.1425W         (ETD : 06/27) 

※ 門司～上海サービスにつきましては、貨物カット及びドキュメントカットを本船入港

3日前とさせて頂きます 

 

 

以上 


